
鞍手町競争入札等に関する基本的事項を定める規則  

平成31年３月29日鞍手町規則第５号  

改正 令和４年３月29日規則第６号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鞍手町財務規則（昭和 56年鞍手町規則第４号）その他関

係法令の定めるもののほか、鞍手町が実施する競争入札等に関し基本的な事

項を定めるものとする。  

（用語の定義）  

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１ ) 建設工事等  建設業法（昭和 24年法律第 100号）第２条第１項に規定

する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査、建設コンサルタント及び

除草業務に関する事業をいう。  

(２) その他の事業  前号に掲げるもの以外の製造の請負、財産の買入れそ

の他の契約（財産の売払いを除く。）において、町が発注し競争入札に付

する全ての事業をいう。  

(３) 公募型指名競争入札  指名に先立ち発注者が事業者の参加を公告等に

より募り、参加希望者の技術力などを判断するための技術資料等（以下

「技術資料等」という。）の提出を求め、技術資料等を基に指名する事業

者を決定する指名競争入札の方式をいう。  

(４) 通常型指名競争入札  前号に掲げる方式によらない指名競争入札の方

式をいう。 

(５) プロポーザル  発注者が事業者の参加を公告等により募り、又は発注

者があらかじめ過去の実績等から判断して適切と思われる事業者を指名し、

技術資料等の提出を求め、技術資料等を基に受注者を選定する方式をいう。  

（入札等方式）  

第３条 町が実施する競争入札は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号。

以下「政令」という。）第 167条の規定に該当する場合に次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定める方式によることができる。ただし、第１号に該

当する建設工事等であって、特に急施を要するものについては、通常型指名

競争入札方式によることができる。  

(１) 予定金額１億５千万円以上の建設工事等  公募型指名競争入札方式  

(２) 予定金額１億５千万円未満の建設工事等  通常型指名競争入札方式  

(３) その他の事業  通常型指名競争入札方式  

２ 建設工事等のうち景観、デザイン、工法等において技術的工夫が求められ



る公共施設の建築や公共用地の造成に係る基本構想、基本計画又は基本設計

の設計及び建設コンサルタント業務の委託については、プロポーザル方式に

より受注者を選定することができるものとする。  

（競争入札参加者に必要な資格等）  

第４条 競争入札に参加する者に必要な資格は、鞍手町競争入札参加資格及び

指名手続等に関する規程（平成 31年鞍手町告示第49号。以下「資格指名規程」

という。）の定めるところによるものとする。  

第５条 競争入札参加の申出を行った者について、指名競争入札に参加する者

（以下「指名入札者」という。）を選定するときは、資格指名規程を遵守し

公正かつ公平に行わなければならない。  

第６条 一般競争入札に参加する者（以下「一般入札者」という。）に必要な

資格は、契約の種類に応じ当該入札の都度これを定め公告することとする。  

（入札通知） 

第７条 指名入札者を選定したとき、又は一般入札者の資格を確認したときは、

競争入札通知書（様式第１号）により当該指名入札者又は一般入札者に通知

するものとする。  

（予定価格及び最低制限価格の公表等）  

第８条 町が競争入札に付するときに定める予定価格及び必要に応じて定める

最低制限価格の公表等は、次表に掲げるとおりとする。  

契約の種類 予定価格 最低制限価格 

建設工事等 

予定金額１億５千万円以上の
建設業法第２条第１項に規定
する建設工事 

事後公表 設定し事後公表 

予定金額１億５千万円未満の
建設業法第２条第１項に規定
する建設工事及び除草業務  

事前公表 設定し事前公表 

測量、設計監理、地質調査及
び建設コンサルタント業務  

事後公表 設定しない 

その他の事業  

製造の請負 事後公表 設定し事後公表 

財産の買入れ 事後公表 設定しない 

その他の契約 事後公表 設定しない 

財産の売払い  事前公表 設定しない 

 

第９条 前条の予定価格（最低制限価格を設定する場合においては最低制限価

格を含む。以下同じ。）が決定したときは、予定価格調書（様式第２号）を

作成し、封筒に入れて封印し、施錠できる場所に保管しなければならない。  



２ 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表する場合においては、封入

及び施錠保管を必要としない。  

（入札回数の制限）  

第10条 競争入札の入札回数は、再度入札を含めて３回を限度とするものとす

る。ただし、予定価格を事前公表する場合にあっては１回とするものとする。  

（入札結果等の公表）  

第11条 競争入札の透明性をより高めるため、町が実施する全ての競争入札の

結果について、入札結果調書（様式第３号）により契約担当部署での閲覧に

供すほか、当該入札結果に基づく契約及び随意契約（政令第 167条の２第１

項第１号の規定による随意契約を除く。）の状況を町公式ホームページへ掲

載し公表するものとする。  

（改正の報告）  

第12条 町長は、第３条及び第８条の規定を改正したときは、直近の鞍手町議

会に当該改正の内容を報告しなければならない。  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に入札の公告又は入札者の指名通知を行っている同

日以後の契約については、なお従前の例による。  

附 則（令和４年３月29日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に入札の公告又は入札者の指名通知を行っている同

日以後の契約については、なお従前の例による。  

 



様式第１号（第７条関係）  

 



様式第２号（第９条関係）  

 



様式第３号（第11条関係） 

 


